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◇

都市計画道路予定地の区域内にある宅地

Q ●
● 私の所有する士地は、都市計画道路予

定地の区域内にあるため、2階建の建物しか

建築できません。このように、都市計画道路

予定地にあるため、その利用に制限を受けて

いる宅地はどのように評価するのでしょうか。

ヱヘー：都市計画道路予定地にあるため、建物

の建築に制限を受けるなど、その宅地を宅地

として通常の用途に供する場合に利用の制限

があると認められる部分を有する宅地の価額

は、利用制限がないものとして評価した価額

の70％に相当する価額で評価します。

【解説】

都市計画道路予定地内においては、階数が

2以下で地階を有しないものでなければ、建

築物の建築が許可されないなどの制限があり

ます。

こうした点を考慮して、その宅地を宅地と

して通常の用途に供する場合に利用の制限が

あると認められる場合には、利用制限がない

ものとして路線価方式等で評価した価額の

70％に相当する価額で評価します。

この場合、宅地の一部が都市計画道路予定

地である場合には、その部分のみについて評

価減をします。

ただし、路線価又は倍率が都市計画道路予

定地であることを考慮して評定されている場

合には、評価減は行いません。
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